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ご意見は
こちらまで

『車両制限令の概要と運用について』

また、青森河川国道事務所での大雪時の対応として、異

常降雪時における通行止めを行い集中除雪を行う5箇所の

予定区間を示し、協力を求めるとともに、スタック車両を

見掛けた際は、ご連絡いただくよう呼びかけも行い、参加

された皆さんは、真剣に説明に聞き入っていました。

今回の講座を受け、車両制限令による特殊車両の通行許

可制度や雪対策等について少しでもご理解いただけたら幸

いです。

出前講座

６月２５日（火）、「全日本トラック協会北東北3県適正化事業指導員」の皆さん

約20名が、青森市のアップルパレスにて「車両制限令の概要と運用について」と題

した出前講座を受講しました。

講座では、当事務所の道路管理第一課大舘課長により、「過積載の大型車両が道路

橋に与える影響」、「車両制限令の概要」、「特殊車両通行許可制度」、「他法令と

の比較」、「違反取締りや違反者への指導等の強化」及び「最近の施策等の動向」等

について、1時間の講義を行いました。

全日本トラック協会の皆さん約２０名が受講

受講生の様子

大舘
道路管理第一課長

講 師

お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８
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